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     平成２５年９月１３日 

 
 

関係各事業主 
人事・研修ご担当者各位 
 

                 日本ボウリング場厚生年金基金 
 
 

『年金生活設計セミナー』のご案内と参加希望者ご配意のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当基金の事業運営について、格別のお力添えを賜わり厚くお礼申し

上げます。 

 さて、当基金では、加入員の皆さまが年金制度のご理解を深めていただ

く一助とすべく、『東京都総合厚生年金基金協議会』との共同事業である

標記セミナーへの参加を積極的に勧奨しております。 

 このセミナーは、加入員の皆さまが定年を迎えた際、生きがいを持ち、

生き生きとした退職後の生活を送るための必要な知識を習得することを

目的としたものです。 

 いわゆる「人生８０年時代」を迎え、長期化する退職後の生活について

の対応方法とライフプランをもつ必要性が、従前にも増して高まっており

ます。 

 このセミナーが仕事に対しての意欲を高め、ひいては企業全体の活性化

にも役立つものと確信しております。 

 当日は参加者に対し老後の所得の中心となる「年金見込額計算書」をお

示しすると共に「老後の生活設計」、「厚生年金保険等の解説と手続き」

を主なプログラムとしております。 

 貴社におかれましても、このセミナーの趣旨をご理解賜わり福利厚生の

一環として、是非お勧めいただきたくお願い申し上げます。 

 なお、セミナーの開催日時・場所・カリキュラム・参加申込等、募集要

項は別添のとおりです。 

 末筆ながら貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。  

敬具 
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募集要項 
 

１．開催日時（日帰りです。）  

平成２５年１１月 ８日（金） 午前９時４５分～午後４時  

 

２．会場 

ＫＫＲホテル博多   ２Ｆ 「シリウスの間」   

福岡市中央区薬院４－２１－１ 

℡０９２（５２１）１３６１  

 

３．募集対象及び人数 

・５５歳から６５歳未満の方。夫婦同伴も可。 

・計５名（希望者多数の場合は先着順とさせていただきます）。 

 

４．申し込み締め切り日 

平成２５年１０月４日 

 

５．参加費補助   

一人あたりの参加費１万円は当基金が負担します。 

  

※セミナー開催要項は別添ご案内を参照ください。ご案内は必要に応じてコピーして

配布ください。 

 

以上 

【申込書提出先・お問い合わせ先】 

〒１０３－０００１ 

住所：東京都中央区日本橋小伝馬町１６－６ 

香取ビル８階 

日本ボウリング場厚生年金基金 

電 話 ０３－５６４２－６４４８ 

ＦＡＸ ０３－５６４１－３５８５ 

 



 

 

東総基 年金生活設計セミナーの 

ご 案 内 

 

定年退職後の人生を豊かに充実させるために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催    東京都総合厚生年金基金協議会 

共催   日本ボウリング場厚生年金基金   

 

 



〔開催要領〕  

 

１．日  時 平成２５年１１月 ８日（金） 午前９時４５分～午後４時  

     

２．会  場 ＫＫＲホテル博多  ２Ｆ 「シリウスの間」  

   福岡市中央区薬院４－２１－１ 

       ℡０９２（５２１）１３６１ 

 

３．参加資格 厚生年金基金の加入員で原則として５５歳以上６５歳未満の方。 

なお、ご夫婦で参加することができます。 

 

４．セミナーの内容 (1) より豊かな年金生活をめざして（基調講演） 

(2) 厚生年金保険等の解説と手続き（年金概算額の提供） 

(3) 長期家計プラン（家庭経済） 

(4) 新たなライフスタイルを求めて（ビデオ映写） 

(5) 個別相談 

 

５．講  師 「より豊かな年金生活をめざして」 

    加 籐 準 平  氏  

    （学 識 経 験 者） 

 

「長期家計プラン」 

 山 本 秀 美  氏 

（三井住友信託銀行 主席財務コンサルタント） 

 

「厚生年金保険等の解説と手続き」 

    福 原 義 秋 

     （日本電子回路厚生年金基金 常務理事） 

 

６．費  用 １名 １０，０００円 

 

７．申込方法 別添「参加申込書」により、あなたが加入している日本ボウリン

グ場厚生年金基金を通して申込み下さい。 

 

８．そ の 他 昼食は主催者がご用意いたします。 



東総基年金生活設計セミナー時間割 

 

時 間 割 科      目 特 記 事 項 

９：３０～９：４５ 集 合 ・ 受 付 
 

 ９：４５～１０：００ 挨拶：オリエンテーション 
 

１０：００～１１：００ 
より豊かな年金生活をめざして 

（基調講演） 

退職後の生活設計を考える 

ための動機づけに役立ちます。 

１１：００～１１：１０ 休 憩 

 

１１：１０～１２：２０ 長期家計プラン（家庭経済） 

資産の管理、長期家計プラン 

のアドバイスが参考になり 

ます。 

１２：２０～１３：１０ 

昼 食 

新たなライフスタイルを求めて 

         （ビデオ映写） 

 

新しい生き方のモデルが参考

 になります。 

１３：１０～１５：１０ 

厚生年金保険等の解説と手続き 

（質疑応答・まとめ） 

年金額の概算をお知らせし、 

年金の解説と手続きを説明 
します。 

１５：１０ 閉 会 
 

１５：１０～１６：００ 個 別 相 談 

相談コーナーを開設し、個別相談

に応じます。 

 



ＫＫＲホテル博多 
福岡市中央区薬院 4-21-1 

℡ 092-521-1361 
 

 

        
         
         
    

 

    
     

 

   
       

 

 
     

 

   
         
     

 

 
 

 
     

 

 
 

 
         
  

 

      
     

 

   
    

 

    
         
   

  

    
   

  

    
  

 

      
  

 

      
 

 

 

               
         
         
         
【交通の案内】 

       
        
■博多駅より 

○ タクシーご利用‥‥‥‥‥約15分  

○ バ ス ご 利 用‥‥‥‥‥約 20分 博多駅中央正面口バス停「駅前Ａ番乗場」より 9・10・11・15・16・17・18・19・ 

214・215 番系統のバス乗車（急行・快速以外） バス停「南薬院」下車、 

徒歩０分。 

 
 ■天神より     
○ 地下鉄ご利用‥‥‥‥‥約 8分 「天神南駅」より地下鉄七隈線「薬院大通駅」下車、1 番出口を右方向へ 

徒歩３分。 

○ バ ス ご 利 用‥‥‥‥‥約 16分 天神コア前バス停「７－Ｃ乗場」より 25 番バス乗車。バス停「南薬院」下車、 

徒歩０分。 

○ タクシーご利用‥‥‥‥‥約 10分 

 
 ■空港より 
○ 地下鉄＆バスご利用‥‥‥約25分 地下鉄「博多駅」下車。博多駅中央正面口バス停「駅前Ａ番乗場」より 

9・10・11・15・16・17・18・19・214・215番系統のバス乗車（急行・快速以外） 

バス停「南薬院」下車、徒歩０分。 

○ タクシーご利用‥‥‥‥‥約 30分 

 
 



 



第７回東総基年金生活設計セミナー 

参 加 申 込 書 
 

 

加入員番号  
 

基礎年金番号  
 

   平成   年   月   日  

氏         名              住 所 ・ 電 話 番 号 （ 連 絡 先 ） 

 (ふりがな) 

 

 

 

（旧姓        ） 

 男・女             昭和    年   月   日生  

 〒  

 

 

 

 ℡            （         ）  

勤 務 先              勤 務 先 住 所 ・ 電 話 番 号 

 
 〒  

 

 ℡             （           ）   （                      厚生年金基金） 

※下記の欄は配偶者の方が参加する場合にのみご記入下さい。 

配  偶  者  
参  加  の  
有  ・  無  

１．参加する 
 

２．参加しない 

基礎年金番号 
 

(ふりがな )  

氏 名 
  

 
(旧姓       ) 

 昭和   年   月   日生 

配偶者の年金
概算額に関す
るデータ提供
希望の有・無 

１．希望する 

 
２．希望しない 

(注)  左記の｢1.希望する｣に表示をいただいた方の中で、 
５０歳未満の方については、国から提供を受ける 
ことができるデータは｢加入期間のみ｣となります 
ので、あらかじめ、ご了承のほどお願い申し上げ 
ます。  

 

※本申込書により収集した個人情報につきまし

ては、本セミナー以外には使用いたしません。 

また、個人情報保護法に基づき適切に管理いた

します。 


